
議案第２８号 

 

三田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正 

する条例の制定について 

 

三田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例を

次のとおり定める。 

 

令和元年８月２３日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

三田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正 

する条例 

 

（三田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 三田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和３１年三田町

条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年三田町条例第３５号）の一

部を次のように改正する。 

  第２１条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項

の規定により失職し」を削る。 

  第２１条の２第２号中「（法第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。）」

を削る。 

  第２２条第１項及び第２５条第６項中「、若しくは法第１６条第１号に該当し

て法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

 （職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 職員等の旅費に関する条例（昭和５６年三田市条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条第３項中「第１６条第２号から第５号まで」を「第１６条第１号から第

４号まで」に改める。 

付 則 

この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 


